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東
ト
協
が
環
境
対
応
支
援
策
આ
໌
会
を
開
࠵

ಛ
ू
「
会
員
の
事
業
経
営
を
サ
ϙ
ー
ト
」

東
ト
協
の
主
な
ॿ
成・༥
ࢿ
制
度
一
ཡ

厚
労
省
、職
場
に
お
け
る
熱
中
症
対
策
ڧ
化

関
運
局
、運
行
管
理
Ｉ
Ｃ
Ｔ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

２７７

３
～
６

東
京
都
ト
ラ
ッ
ク

協
会
は
、
会
員
事
業

者
の
適
正
な
運

・

ྉ
ۚ
収
受
に
向
け

て
、
国
土
交
通
省
関

東
運
輸
局
・
経
ࡁ
࢈

業
省
関
東
経
ࡁ
࢈
業

局
・

ྛ
ਫ
࢈
省
関

東


局
・
厚
生
労

働
省
各
労
働
局
お
よ

び
公
正
取
Ҿ
委
員
会

と
連
ܞ
し
、
荷
主
ا

業
に
対
し
て
労
働
環

境
改
善
に
向
け
た
適

正
運

収
受
の
た
め

の
協
力
ґ
པ
จ
ॻ
を

送
付
し
、
理
ղ
を
働

き
か
け
る
。

関
東
運
輸
局
は
４

月
2û
日
、
東
京
都
ト

ラ
ッ
ク
協
会
を
通
じ

て
会
員
事
業
者
に
対
し
、
ト

ラ
ッ
ク
の
法
令
९
守
の
ప
ఈ

に
つ
い
て
の
จ
ॻ
を
発
出

し
、周
知
ప
ఈ
を
求
め
た
。国

土
交
通
省
物
流
・
自
動
車
局

が
４
月
23
日
、
全
日
本
ト
ラ

ッ
ク
協
会
を
は
じ
め
業
界
団

体
へ
行
っ
た
通
ୡ
に

う
も

の
。日

本
༣
ศ
は
ࣾ

調
査
の

結
果
、
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
輸
送
安
全
規
則
第
７
条

（
点
呼
等
）の
規
定
に
違
反

し
、
Ξ
ル
ί
ー
ル
検
査
や
点

呼
を
適
正
に
実
施
し
て
い
な

い
こ
と
が
、
全
国

３
２
０

０
営
業
所
の
þ5
ˋ
に

た
る


２
４
０
０
の
営
業
所
で
確

認
さ
れ
た
と
国
交
省
に
報
ࠂ

し
て
い
た
。

こ
れ
を
受
け
た
国
交
省

は
、
輸
送
の
安
全
確
保
は
、

自
動
車
運
送
事
業
者
の
࠷
େ

の

命
で
あ
る
が
、
安
全
確

保
の
要
で
あ
る
点
呼
を
ଟ
く

の
営
業
所
に
お
い
て
適
正
に

実
施
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

は
、
事
業
者
に
法
令
९
守
の

ҙ
ࣝ
が
ܽ

し
て
い
た
と
ݴ

わ
͟
る
を
ಘ
ず
、
輸
送
の
安

全
確
保
を
༳
る
が
し
か
Ͷ
な

い
も
の
と
し
た
。

ト
ラ
ッ
ク
の
安
全
確
保
の

ప
ఈ
を
図
る
た
め
、
会
員
事

業
者
に
対
し
、
点
呼
の
実
施

な
ど
の
法
令
९
守
の
ప
ఈ
を

図
る
よ
う
、
࣍
の
事
項
に
つ

い
て
改
め
て
、
周
知

ప
ఈ
を
求
め
た
。

ʓ
事
業
者
は
、
輸

送
の
安
全
確
保
を
࠶

確
認
し
、
安
全
確
保

の
原
点
に
ཱ
っ
た
適

正
な
運
行
管
理
を
実

施
す
る
こ
と
。
特
に

࣍
に
ܝ
げ
る
事
項
に

つ
い
て
、
改
め
て
ప

的
運

に
つ
い
て
の
周
知
活

動
を
実
施
し
て
き
た
。

ࡢ
年
４
月
か
ら
物
流
の
２

０
２
４
年


に

໘
し
、

ক
དྷ
予
ଌ
さ
れ
る
物
流
の
ة

機
を
回
ආ
し
࣋
続
的
に
発
展

さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
エ

ッ
η
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
Χ
ー
で

あ
る
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー

の

上
げ
の
実
現
が
必
要
で

あ
り
、
そ
の
原
ࢿ
と
な
る
適

正
運

を
収
受
で
き
る
環
境

の
整
備
が
ٸ
務
と
な
る
。

ࡢ
年
５
月
に
公

さ
れ
た

物
流
改
正
法
で
は
、
適
正
な

運

を
収
受
で
き
る
環
境
整

備
の
た
め
、
運
送
ܖ

క
結

時
に
、
ܖ


༰
の
ॻ
໘
化

（
ܖ

条
݅
の
໌
確
化
）が

義
務
付
け
ら
れ
、
ࠓ
年
４
月

東
京
都
ト
ラ
ッ

ク
協
会
は
、
会
員

事
業
者
に
対
す
る

サ
ϙ
ー
ト
施
策
と

し
て
、
事
業
ࢿ
ۚ

の
༥
ࢿ
Ѻあ

っ
せ
Μટ
・
ར

ࢠ
ิ
څ
・
৴
用
保

ূ
ྉ
の
ॿ
成
を
は
じ
め
、
安

全
・
環
境
対
策
に
ࢿ
す
る
車

྆
・
機
ث
の
導
ೖ
ิ
ॿ
・
ॿ

成
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
運
転
໔

ڐ
取
ಘ
ॿ
成
な
ど
の
各
種
支

援
策
を
実
施
し
て
い
る
。

ࠓ
年
度
か
ら
東
ト
協
は
、

ド
ラ
イ
バ
ー
ϑ
Ỹ
ー
ス
ト
の

ࢹ
点
に
基
づ
く「
બ

と
集

中
」
の
予
ࢉ
ฤ
成
の
も
と
、

৽
規
事
業
と
し
て
̚
ラ
ー
ニ

ン
グ
の
導
ೖ
に
向
け
た
ॿ

成
事
業
を
実
施
す
る
ほ
か
、

か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ࠓ
年
３
月
11
日
に

下
請
法
改
正
Ҋ
が
ֳ
ٞ
ܾ
定

さ
れ
、
適
切
な
Ձ
֨
転
Շ
の

実
現
に
向
け
て
、
ί
ス
ト
上

ঢ
局
໘
に
お
け
る
Ձ
֨
ਾ
え

置
き
へ
の
対
応
、
荷
主
・
物

流
事
業
者
間
の
取
Ҿ
へ
の
対

応
な
ど
が
ڧ
化
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
労
務
අ
の
適
切

な
転
Շ
の
た
め
の
Ձ
֨
交
ব

に
関
す
る
指

等
に
つ
い

て
、
荷
主
の
理
ղ
を
ਂ
め
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ら
の
こ
と
が
荷
主
に
周
知

さ
れ
、
理
ղ
と
協
力
が
ಘ
ら

れ
る
よ
う
、５
者
連
໊
に
よ

る
協
力
ґ
པ
จ
ॻ
が
発
৴
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

東
ト
協
は
こ
れ
に

い
、

下
請
法
の
一
部
改
正
で

は
、
中
খ
受
ୗ
事
業
者
か
ら

Ձ
֨
協
ٞ
の
求
め
が
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
協
ٞ
に

応
じ
な
か
っ
た
り
、
委
ୗ
事

業
者
が
必
要
な
આ
໌
を
行
わ

な
か
っ
た
り
す
る
な
ど
、
一

方
的
に

ۚ
を
ܾ
定
し
て
、

Ձ
֨
交
ব
を
確

保
す
る
観
点
か

ら
改
正
す
る
も

の
。ま

た
、
発
荷

主
が
運
送
事
業

者
に
対
し
て
物


の
運
送
を
委

ୗ
す
る
取
Ҿ

を
、
下
請
法
の
対
象
取
Ҿ
に


Ճ
す
る
。
こ
れ
ま
で
発
荷

主
か
ら
元
請
運
送
事
業
者
の

取
Ҿ
に
つ
い
て
は
、
下
請
法

の
対
象
֎
で
、
ಠ

ې
止
法

（
ಠ
ې
法
）の
物
流
特
घ
指

定
で
対
応
し
て
い
た
。
ཱ
場

の
ऑ
い
物
流
事
業
者
が
、
荷

役
や
荷
待
ち
を
ແ
ঈ
で
行
わ

さ
れ
て
い
る
な
ど
、
荷
主
・

物
流
事
業
者
間
の


に
対

応
す
る
も
の
。

下
請
法
の
対
象
と
な
る
こ

と
で
、
取
Ҿ
に
お
け
る
ॻ
໘

の
交
付
義
務
や
ॻ
ྨ
の
作

成
・
保
ଘ
義
務
が
発
生
し
、

公
正
取
Ҿ
委
員
会
や
中
খ
ا

業
ி
に
よ
る
是
正
ק
ࠂ
、
േ

ۚ
な
ど
の
行

指
導
が
Պ
さ

れ
る
可
能
ੑ
が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
下
請
法
の
一

部
改
正
で
は
、
手
ܗ

等
の

ې
止
、
従
業
員
基
準
の

Ճ

（
役
務
提
供
委
ୗ
等
は
１
０

０
人
）、
໘
的
ࣥ
行
の
ڧ
化

を
見

す
。

さ
ら
に
、「
下
請
」な
ど
の

用
ޠ
を
見

し
、「

事
業

者
」
を「
委
ୗ
事
業
者
」
に
、

「
下
請
事
業
者
」を「
中
খ
受

ୗ
事
業
者
」に
、「
下
請

ۚ
」

を「


委
ୗ
等

ۚ
」
な

ど
に
改
正
。
法

の

໊
も

改
正
と
な
る
。

下
請
ৼ
ڵ
法
の
一
部
改
正

で
は
、
ৼ
ڵ
事
業
計
画
の
対

象
に
運
送
事
業
者
を

Ճ
す

る
。
こ
の
制
度
で
は
、
下
請

事
業
者
が
、

事
業
者
の
協

力
を
ಘ
て
、
下
請
事
業
者
の

施
設
ま
た
は
設
備
の
導
ೖ
、

ڞ
同
ར
用
施
設
の
措
置
、
ٕ

ज़
の
向
上
、
事
業
の
ڞ
同
化

等
に
つ
い
て
ৼ
ڵ
事
業
計
画

を
作
成
し
、
国
の
ঝ
認
を
受

け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ

の
ԁ

な
ୡ
成
に
必
要
な
ۚ

༥
上
の
支
援
措
置
等
を
ߨ
ず

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

݈
߁

அ
ॿ
成

の
ॿ
成
ֹ
を
１

人

た
り
２
０

０
０
ԁ
に
ഒ
増

し
、
会
員
事
業

者
が
必
要
と
す

る
事
業
を
重
点

的
に
実
施
。
一
方
で
、
ط
ଘ

事
業
に
つ
い
て
は
ߋ
な
る
効

率
化
を
図
っ
て
い
る
。

特
別
ฤ
集
൛（
̏
Ỗ
̒
໘
）

で
は
、
݈
߁

அ
ॿ
成
と
運

行
管
理
者
一
般
ߨ
श
受
ߨ
ྉ

ॿ
成
に
つ
い
て
、
ਃ
請
の
手

Ҿ
き
を
ܝ
ࡌ
す
る
と
と
も

に
、
主
な
ॿ
成
・
༥
ࢿ
制
度

一
ཡ
を
ま
と
め
た
。

各
ॿ
成
事
業
の
詳
細
は
、

東
ト
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参

照
。

ఈ
す
る
こ
と
。

１

運
行
管
理
者
も
し
く

は
ิ
ॿ
者
ຢ
は
貨
物
軽
自
動

車
安
全
管
理
者（
運
行
管
理

者
等
）は
、
Ξ
ル
ί
ー
ル
検

査
の
実
施
等
、
法
令
に
定
め

ら
れ
た
点
呼
を
確
実
に
実
施

す
る
こ
と
。

２

事
業
者
は
、
輸
送
の

安
全
確
保
が
自
動
車
運
送
事

業
者
の
࠷
େ
の

命
で
あ
る

こ
と
を
࠶
認
ࣝ
し
、
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
法
関
係
法
令

に
定
め
ら
れ
た
規
定
を
確
実

に
९
守
す
る
よ
う
、
運
行
管

理
者
等
を
指
導
監
ಜ
す
る
こ

と
。

東
ト
協
は
４
月
2û
日
、
東

ト
総
合
会
ؗ
で
令
和
７
年
度

第
û6
回「
ド
ラ
イ
バ

ー
・
ί
ン
ς
ス
ト
」

の
ֶ
Պ
ڝ
ٕ
を
行

い
、
会
員
事
業
者
か
ら
運
転

者
5û
人
が
参
Ճ
し
た
。

Ґ
ೖ

者
が
実
Պ
ڝ
ٕ
進
出

者
と
な
る
。

ڝ
ٕ
の
結
果
、
各
部

成


上
Ґ
者
の
２
Ἁ
部

10

人
・
４
Ἁ
部

10
人
・
11
Ἁ

部

10
人
・
ঁ
ੑ
部

３

人
・
ト
Ϩ
ー
ラ
部

４
人
が

実
Պ
ڝ
ٕ
に
進
Ή
こ
と
に
な

っ
た
。

実
Պ
ڝ
ٕ
は
５
月
25
日
、

府
中
ࢢ
の
ܯ
ࢹ
ி
府
中
運
転

໔
ڐ
ࢼ
ݧ
場
で
、
表
জ
ࣜ
は

６
月
２
日
、
東
ト
総
合
会
ؗ

で
そ
れ
ぞ
れ
開
࠵
す
る
。

東
ト
協
ド
ラ
ί
ン
は
、
会

員
事
業
者
の
都

営
業
所
の

営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ

ー
を
対
象
に
、
関
係
法
令
、

安
全
運
転
、交
通
公

防
止
、

エ
ί
ド
ラ
イ
ブ
な
ど
の
知
ࣝ

お
よ
び
ٕ
能
の
向
上
を
図

り
、「
都
ຽ
に
৴
པ
さ
れ
る

プ
ロ
ド
ラ
イ
バ
ー
と
し
て
の

ҙ
ࣝ
の
ߴ
༲
を
図
る
こ
と
」

を
目
的
と
し
て
開
࠵
す
る
。

બ
手
は
、
ֶ
Պ
ڝ
ٕ
と
実

Պ
ڝ
ٕ
に
よ
る
総
合
成


で
、
日
ࠒ
ഓ
っ
た
知
ࣝ
と
ٕ

能
を
ڝ
い
合
う
。
総
合
成


第
１
Ґ
の
બ
手
に
は
東
京
都

知
事

が
ଃ
ఄ
さ
れ
る
。

な
お
、
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク

協
会
主
࠵
の
第
5þ
回
全
国
ト

ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
・
ί
ン

ς
ス
ト
の
東
京
都

表
બ
手

બ
考
会
を
݉
Ͷ
て
い
る
。

ֶ
Պ
ڝ
ٕ
は
、
各

部

ڞ
通
で
法
規

（
道
࿏
交
通
法
）・
ߏ


機
能（
道
࿏
運
送

車
྆
法
）・
運
転
ৗ

ࣝ
な
ど
に
つ
い
て
、

一
部
を
࢛
ࢶ

一



、

り
は
˓
ʷ
正

ޡ
ࣜ
で
１

５
点
の

４
０
０
ຬ
点
で
ڝ
っ

た
。
制
ݶ
時
間
は
60

分
。
ֶ
Պ
ڝ
ٕ
の
上

中
খ
受
ୗ
事
業
者
の

ར
ӹ
を
ෆ

に

す

る
行
為
を
ې
止
す
る
規
定
を

৽
設
す
る
。
こ
れ
ま
で
下
請

法
で
ې
止
行
為
と
し
て
い
た

「
ങ
い
た
た
き
」は
ࢢ、
Ձ
に

ൺ
べ
て
ஶ
し
く

い
下
請


ۚ
を
ෆ

に
定
め
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
が
、
ࢢ
Ձ
の
認

定
が
ࠔ

で
あ
り
、
対
等
な

東
ト
協
は
こ
れ
ま
で
、
関

係
行

と
連
ܞ
し
て
、
荷
主

ا
業
や
団
体
に
対
し
、
適
正

な
運

・
ྉ
ۚ
収
受
や
ඪ
準

会
員
事
業
者
に
対
し
、５
月

30
日
ま
で
協
力
ґ
པ
จ
ॻ
を

送
付
す
る
取
Ҿ
ઌ（
発
・
着

荷
主
を

わ
な
い
）の
情
報

（
送
付
ઌ
）を
提
供
す
る
よ

う
呼
び
か
け
て
い
る（
ຊ
߸

ʹ
ؔ
࿈
จ
ॻ
Λ
ಉ
෧
）。
荷

主
ا
業
へ
の
発
送
は
６
月
中

०
を
予
定
し
て
い
る
。

情
報
提
供
は
、
東
ト
協
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
ト
ラ
ッ
ク

運
送
事
業
者
の
労
働
環
境
改

善
に
向
け
た
適
正
運

の
収

受
等
に
係
る
荷
主
へ
の
周
知

活
動
の
実
施
に
お
け
る
荷
主

情
報
の
ご
提
供
の
お
ئ
い
に

つ
い
て
」
の
ೖ
力
ϑ
Ỽ
ー
ム

（
ࠨ
ه
ೋ
࣍
ݩ
ί
ồ
υ
）に
ೖ

力
す
る
。

ऺ
ٞ
Ӄ
ຊ
ձ
ٞ
Ͱ
Մ
ܾ

ớ
ࠃ
ձ
த
ܧ
͔
Β
Ờՙओใఏڙ

ೋݩ࣍ίʔυ

Լ

վ
ਖ਼
๏
͕
ऺ
Ӄ
で
Մ
ܾ

དྷ

̍
݄
̍

施
行
ʹ
म
ਖ਼

５
者
連
名
で
荷
主
に
協
力
文
書

øø
߲

の
ෟ
ଳ
ܾ
ٞ

下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法（
下
請
法
）及
び
下
請
中
小
企
業

振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
４
月
24
日
、衆
議
院
本
会
議

に
お
い
て
賛
成
多
数
で
可
決
し
、参
議
院
に
送
付
さ
れ
た
。

同
法
案
は
、衆
院
経
済
産
業
委
員
会
で
施
行
期
日
を
令
和
８
年
１

月
１
日
と
す
る
修
正
案
を
可
決
し
た
ほ
か
、「
労
務
費
や
原
材
料
費
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
の
価
格
転
嫁
を
更
に
推
進
す
る
た
め
、必
要
な

措
置
を
講
じ
る
こ
と
」な
ど
を
は
じ
め
、11
項
目
を
附
帯
決
議
と
し

た
。参
議
院
で
の
審
議
を
経
て
、今
国
会
で
可
決・成
立
す
る
見
込
み
。

্
Ґ
ೖ

ऀ

̑
݄
ùü

の
࣮
Պ
ڝ
ٕ
へ

学科競技に54人が参加

࿑ಇڥվળ・దਖ਼ӡऩड

࣮֬ͳݺをٻΊΔ

౦
τ
ڠ

国交省

̑
݄
ú÷


·

Ͱ

ՙ
ओ
ૹ

ઌ
の

ใ
ఏ
ڙ
を

事業経営に
助成事業の
活用を ౦ト協

τ
ϥ
ỽ
Ϋ
の
法
令
९
क
ప
ఈ
を

౦
τ
ڠ

ୈ
ûý
ճ

ド
ラ
コ
ン
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ຊɹࣾɹ03���2��1�00（୲ɾ੨）

ౡฏɹ03���0�����0（୲ɾүా）ߴ

øý


μ
ン
プ
ઐ

部
会
全

体
会
ٞ

øþ


ঁ
ੑ
部
正
副
本
部
長

会
ٞ

øÿ


出
൛
・
ҹ

・


本
・
取
࣍
ઐ

部
会
役
員

会
˜
東
京
都
貨
物
輸
送
ධ

Ձ
制
度
・
東
ト
協
グ
リ
ー

ン
・
エ
ί
プ
ロ
ジ
ỻ
ク
ト

આ
໌
会

ùø


都
ி
・
۠
役
所
ઐ


部
会
役
員
会

ùù


タ
ン
ク
ト
ラ
ッ
ク
ઐ


部
会
委
員
会
˜
੨
年
部

װ
事
会

【
４
月
16
～
30
日
】

【
５
月
16
～
31
日
】

ừ
େ
ా
ࢧ
෦
Ử

˗
ג
ࣜ
会
ࣾ
̟
Ｃ
̡
＝
େ

ా
۠
東
ւ
３
の
９
の
１
େ
ా

ス
ς
イ
タ
ス
ビ
ル
６
１
１
˜

ὸ
03
・
６
３
０
３
・
６
１
３

４
˜
一
般
貨
物
運
送（
ඃ
け

Μ
Ҿ
車
７

、
け
Μ
Ҿ
車
６


）

ừ
ਿ
ฒ
ࢧ
෦
Ử

˗
Ｃ
́
̴
̰
̓
̸
ͅ
̴
ג

ࣜ
会
ࣾ
＝
ਿ
ฒ
۠
ٶ
લ
２
の

８
の
３
˜
ὸ
03・６
９
１
５
・

３
０
３
０
˜
一
般
貨
物
運
送

øý

 

15
時
30
分
＝
η
メ

ン
ト
ઐ

部
会
通
ৗ
総
会

（
東
ト
総
合
会
ؗ
）

øþ



物
流
経
営
࢜
՝
ఔ

॓
ധ
ݚ
म（
Ϩ
ク
ト
ー
Ϩ

༿
ࢁ
ভ
ೆ
国
ࡍ
ଜ
ʗ
Ỗ
18

日
）
˝
９
時
＝
ॳ

運
転

者
特
別
ߨ
श（
東
ト
総
合

会
ؗ
）

øĀ

 

13
時
30
分
＝
物
流

改
正
法
等
に
関
す
る
આ
໌

会（
東
ト
総
合
会
ؗ
ʗ
Ｗ

（
ී
通
車
４

、
খ
ܕ
車
１


）

ừ
ᷤ
০
ࢧ
෦
Ử

˗
東
京

送
ג
ࣜ
会
ࣾ
＝


ཱ
۠
東
ҁ

２
の
２
の
15

˜
ὸ
03
・
４
３
３
０
・
２
１

２
１
˜
一
般
貨
物
運
送（
ී

通
車
９

、ඃ
け
Μ
Ҿ
車
１


）、ར
用
運
送

ừ

ཱ
ࢧ
෦
Ử

˗
エ
ン
ジ
ッ
ト
物
流
ג
ࣜ

会
ࣾ
＝

ཱ
۠
ઍ
ॅ
中
ډ
ொ

13
の
７
˜
ὸ
03・３
８
８
２・

０
７
２
１
˜
一
般
貨
物
運
送

（
ී
通
車
２

、
খ
ܕ
車
10


）、ར
用
運
送

̴
̱
ซ
用
）

ù÷

 

1û
時
＝
総
務
委
員

会（
東
ト
総
合
会
ؗ
ʗ
Ｗ

̴
̱
ซ
用
）

ùü

 

８
時
20
分
＝
東
ト

協
ド
ラ
イ
バ
ー
・
ί
ン
ς

ス
ト
実
Պ
ڝ
（ٕ
ܯ
ࢹ
ி

府
中
運
転
໔
ڐ
ࢼ
ݧ
場
）

ùú


Ҿ
ӽ
ઐ

部
会
役

員
・
ೋ
委
員
会
合
同
会
ٞ

ùû


東
ト
協
ド
ラ
イ
バ

ー
・
ί
ン
ς
ス
ト
ֶ
Պ
ڝ

ٕ
˜
正
副
会
長
会

ùü


支
部
事
務
局
事
務
長

会
ٞ
˜
事
務
長
連
བྷ
会
װ

事
会

ùþ

 

1û
時
＝
東
京
ߴ
速

道
࿏
交
通
安
全
協
ٞ
会
ৗ


理
事
会（
東
ト
総
合
会

ؗ
ʗ
Ｗ
̴
̱
ซ
用
）

ùĀ

 

1û
時
＝
理
事
会（
東

ト
総
合
会
ؗ
ʗ
Ｗ
̴
̱
ซ

用
）

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
な

ど
の
༏
ྑ
運
転
者
を
表
জ
す

る
、
令
和
７
年
度
の
関
東
運

輸
局
長
お
よ
び
東
京
運
輸

支
局
長
表
জ
が
行
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
に

い
、
東
京
都

ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員
事
業

所
に
お
け
る
֘

者
に
つ
い

て
は
、
࣍
の
要
ྖ
で
所
ଐ
支

部
を
通
じ
て
、
期
ݶ
ま
で
に

ਪ
ન
ॻ
を
提
出
し
て
く
ͩ
さ

い
。

◆
関
東
運
輸
局
長
表
彰

ừ
ද
জ
ͷ
ൣ
ғ
Ử

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
な

ど
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転

者
と
し
て
、
運
輸
支
局
長
の

表
জ
を
受
け
た

ൣ
者
で
、

東
京
都
ト
ラ
ッ

ク
協
会
は
４
月
22

日
、
東
ト
総
合
会

ؗ
で
、
令
和
７
年

度「
環
境
対
応
支

援
策
」આ
໌
会（
Ｗ

̴
̱
ซ
用
）を
開

࠵
し
、
東
京
都
の

ิ
ॿ
・
༥
ࢿ
あ
っ

せ
Μ
制
度
や
、
東

ト
協
の
環
境
対
応

べ
き
事
༝
に
よ
り
、
自
動
車

の
運
行
に
お
い
て
、
ଞ
人
の


体
・
生
命
・
ࡒ
࢈
を

し

た
事
故
が
な
い
こ
と
を
い

う
。
ま
た
、
５
月
31
日（
基

準
日
）よ
り

っ
て
、
過
ڈ

３
年
間
に
お
い
て
交
通
違
反

（
軽
ඍ
な
も
の
を
ؚ
Ή
）が

な
い
者
に
ݶ
る

ᶅ
都

の
営
業
所
に
ۈ
務

し
て
い
る
者
に
ݶ
る

◆
東
京
運
輸
支
局
長
表
彰

ừ
ද
জ
ͷ
ൣ
ғ
Ử

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
な

ど
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転

者
と
し
て
、
団
体
長（
全
日

本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
長
）
等
の

表
জ
を
受
け
た

ൣ
者
で
、

５
月
31
日（
基
準
日
）に
お

い
て
ຬ
10
年
以
上
ۈ
続
し
、



事
故
が
な
い
者

５
月
31
日

（
基
準
日
）に

お
い
て
ຬ
15

年
以
上
ۈ
続
し
、


事
故

が
な
い
者

ừ
ද
জ
ظ

Ử10
月

ừ
ఏ
ग़
ظ

Ử６
月
13
日（
ۚ
）

必
着

ừ
ද
জ
ର

Ử

ᶃ
事
業
用
貨
物
自
動
車
の

運
転
者（
ॿ
手
・
ิ
ॿ
期
間

を
আ
く
）と
し
て
、
ຬ
15
年

以
上
ۈ
続
し
て
い
る
期
間

の
う
ち
、現
事
業
所（
౷
合
・

分
ׂ
期
間
を
ؚ
Ή
）に
Ҿ
き

続
き
ຬ
５
年
以
上
ۈ
続
し
て

い
る
こ
と
。
た
ͩ
し
、
ۈ
続

期
間
中
に
中
அ
が
あ
る
時

は
、そ
の
中
அ
期
間
を
আ
き
、

લ
ޙ
の
期
間
を
通
ࢉ
す
る

ᶄ「


事
故
が
な
い
」

と
は
、
運
転
者
の

に
ؼ
す

౦
τ
ڠ
ࣄ

ہ
ਓ
ࣄ

ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ（
４
月
30
日
）

ୀ
職（
総
務
部
総
務
・
支

部
支
援
Ｇ
౷
ׅ
主
査
）
勝


৾
࢙

支
援
策
な
ど
に
つ
い
て
આ
໌

し
た（
ৄ
ࡉ

࣍
߸
Ҏ
߱
ܝ

ࡌ
）。આ໌

会
に
は
、
東
京
都
環

境
局
環
境
改
善
部
の
東
ᑍ
ࠨ

ֆ
ࢠ
自
動
車
環
境
՝
長
、
࢈

業
労
働
局
࢈
業
・
エ
ネ
ル
Ϊ

ー

策
部
の
ਞ

ዳ
ࢠ
࢈
業


策
連
ܞ
促
進
担

՝
長
ら

が
出
੮
。
東
ᑍ
՝
長
は
、「
本

日
の
支
援
策
に
Ճ
え
、
貨
物

車
に
つ
い
て
は
、
̚
̫
や
̛

ừ
ද
জ
ظ

Ử９
月

ừ
ఏ
ग़
ظ

Ử７
月
２
日（
ਫ
）

必
着

ừ
ද
জ
ର

Ử

ᶃ
事
業
用
貨
物
自
動
車
の

運
転
者（
ॿ
手
・
ิ
ॿ
期
間

を
আ
く
）と
し
て
、
ຬ
10
年

以
上
ۈ
続
し
て
い
る
期
間

の
う
ち
、現
事
業
所（
౷
合
・

分
ׂ
期
間
を
ؚ
Ή
）に
Ҿ
き

続
き
ຬ
５
年
以
上
ۈ
続
し
て

い
る
こ
と
。
た
ͩ
し
、
ۈ
続

期
間
中
に
中
அ
が
あ
る
時

は
、そ
の
中
அ
期
間
を
আ
き
、

લ
ޙ
の
期
間
を
通
ࢉ
す
る

ᶄ「


事
故
が
な
い
」

と
は
、自
）ݾ
運
転
者
）の


に
ؼ
す
べ
き
事
༝
に
よ
り
、

自
動
車
の
運
行
に
お
い
て
、

ଞ
人
の

体
・
生
命
・
ࡒ
࢈

を

し
た
事
故
が
な
い
こ
と

を
い
う
。
ま
た
、５
月
31
日

（
基
準
日
）よ
り

っ
て
、過

ڈ
３
年
間
に
お
い
て
交
通

違
反（
軽
ඍ
な
も
の
を
ؚ
Ή
）

が
な
い
者
に
ݶ
る

ᶅ
都

の
営
業
所
に
ۈ
務

し
て
い
る
者
に
ݶ
る

˞
関
運
局
長
・
東
運
支
局

長
の
各
表
জ
に
関
す
る
提

出
ॻ
ྨ
は
、
い
ず
れ
も
࣍
の

通
り
。
提
出
ॻ
ྨ
に
は
、
自

動
車
安
全
運
転
η
ン
タ
ー

の「
ແ
事
故
ແ
違
反
ূ
໌
ॻ
」

お
よ
び「
運
転
ه

ূ
໌
ॻ
」

の
྆
方
を
ఴ
付
す
る
こ
と

ừ
ఏ
ग़
ॻ
ྨ
Ử

ᶃ
ཤ
ྺ
ॻ
、
ᶄ
ࡏ
職
ূ
໌

ॻ
、
ᶅ
事
業
主
の
ແ
事
故
ূ

໌
ॻ
、
ᶆ


事
故
に
関
す

る
ਃ
ཱ
ॻ
、
ᶇ
ແ
事
故
ແ
違

反
ূ
໌
ॻ
、ᶈ
運
転
ه

ূ

໌
ॻ（
５
年
間
）

˞
ᶇ
・
ᶈ
は
５
月
１
日
以

߱
発
行
の
も
の

ừ
ఏ
ग़
෦

Ử

各
１
部（
̖
４

、
ԣ
ॻ

き
ʗ
ཪ
ന
、
ク
リ
ッ
プ
止
め

ʗ
ホ
チ
キ
ス
で
௲
じ
な
い
こ

と
、ワ
ー
プ
ロ
ҹ

）

な
お
、
各
表
জ
の
提
出
ॻ

ྨ
の
様
ࣜ
は
、
東
ト
協
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
μ

ン
ロ
ー

ド
が
可
能
。

˜

い
合
わ
せ
ઌ
＝
各
支

部
ま
た
は
東
ト
協
総
務
部
総

務
・
支
部
支
援
Ｇ（
ὸ
03
・

３
３
５
９
・
６
２
５
２
）

ิ
ॿ
ۚ
と
都
環
境
保
全
ࢿ
ۚ

に
よ
る
༥
ࢿ
に
つ
い
て
આ

໌
。
࢈
業
労
働
局
࢈
業
・
エ

ネ
ル
Ϊ
ー

策
部
計
画
՝
の

౬


ढ़
）ࢯ
࢈
業

策
担


）が
、
運
輸
・
物
流
分


に
お
け
る


ૉ
化
支
援
事

業
に
つ
い
て
આ
໌
し
た
。

こ
の
ޙ
、
東
ト
協
業
務
部

交
通
・
環
境
グ
ル
ー
プ
が
環

境
対
応
ิ
ॿ
事
業
を
、
ࡒ
務

部
交
付
ۚ
会
計
グ
ル
ー
プ
が

第
û5
回
地
方
ۙ

化
基
ۚ
༥

ࢿ
制
度
や
৴
用
保
ূ
協
会
の

৴
用
保
ূ
ྉ
ॿ
成
制
度
に
つ

い
て
、そ
れ
ぞ
れ
આ
໌
し
た
。

各
支
援
策
の
આ
໌
ޙ
、「
貨

物
輸
送
ධ
Ձ
制
度
」
の
֓
要

や
ਃ
請
方
法
な
ど
を
આ
໌
。

ධ
Ձ
制
度
は
、
༣
送
・
メ
ー

ル
ਃ
請
は
５
月
21
日（
必
着
）

ま
で
、
૭
ޱ
ਃ
請
は
５
月
23

日
ޕ
ޙ
５
時
ま
で
。
東
ト
協

の
ਃ
請
૭
ޱ
で
受
け
付
け
て

い
る
。

Ｃ
̫
の
導
ೖ
と
合
わ
せ
て
、

貨
物
輸
送
ධ
Ձ
制
度
を
活

用
し
、
օ
様
と
と
も
に
Ｃ
Ｏ

２
の
削
減
を
進
め
て
い
き
た

い
」と
ड़
べ
た
。

続
い
て
、
同
部
自
動
車
環

境
՝
の
খ
ਫ
流
ܙ
ඒ
՝
長


理（

公

化
支
援
担

）

が
都
の
支
援
策
と
し
て
、
Ｃ

̣
Ｇ
・
̝
̫
ト
ラ
ッ
ク
導
ೖ

ද
জ̓



ؔ
ӡ
ہ


౦
ӡ
ࢧ
ہ


支
援
・
評
価
制
度
の
活
用
を

౦ト協ڥରԠࢧԉࡦઆ໌ձ౦ژ
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ʓʓۜߦʓʓ運ૹࣜגձࣾ

ʓʓපӃ ¥ XXX,XXX-

ৼࡉ໌ࠐද

　東ژトϥοΫ協会はྩ̓事業ܭըの中で、ドϥイό
ーファーεトのࢹで۰վળ・݈߁管理・҆શڭҭをॏ事
業として֦ॆをਤっている。ドϥイόーの定期݈߁அ受、
運行管理者の一般講習受講にͭいては、事業者にٛ付͚られ
ているにもかかΘらͣ、これまで助成金の༧ࢉに対するࣥ行
がしているঢ়گに͋る。このたΊ、ಛผฤूとして、2ͭ

の助成੍にͭいて、申請ํ๏ఏ出書類など、申請のたΊの
手Ҿきを掲載し、վΊて会һ事業者に੍のར用をݺびか͚る
もの（ৄࡉ東ト協ϗʔϜϖʔδΛࢀর）。
　また、東ト協ではこれまでの会һ事業者に対するαϙート施
֤、としてࡦ 種支ԉࡦを実施しており、ࠓの助成・༥資੍
の一覧をհする（̐ɾ̑໘ࢀর）。

　定期݈߁அの受費用のうち、1人当たり2,000円（1社につき東ト協登録車両数〔上限�0人〕まで）
を助成する。事業期間中に受および助成金申請書をఏ出したものが対象。なお、ຊ෦または支෦ओ
。されるたΊ、ҎԼの申請書類のఏ出はෆ要ٻのूஂ݈を受する場合は、助成ֹをࠩしҾいて請࠵

抜き出してご活用くださいಛผฤू൛

1人2,000円令和7年度 ▶事業期間４月̍日〜令和８年̏月̒日

「அʣ߁݈ظஅ助成ʢఆ߁݈」

ձһͷܦۀࣄӦΛαϙʔτ
۰վળ・݈ ̓・ཧ߁ શڭҭΛ͡Ί

౦τڠ

1
申請書

1 申請書（様式1） 2 請ٻ書（写）

3 領収書（写）ɺ͘͠受ྉͷࢧい͕
֬ೝͰ͖Δ書類（ωοトৼସ等Ͱͷࠐ
Έථ明ࡉ表）

2
請ٻ書

3
領収書

ٻॻʢࣸʣ
ʓʓ運ૹࣜגձࣾ

¥ XXX,XXX-

ʓʓ運ૹࣜגձࣾ
¥ XXX,XXX-

ྖऩॻʢࣸʣ

˞ٻॻ݉ྖऩॻͰͷॿۚͷٻՄͰ͢ɻ

協会窓口に郵送または持参

ձһͷܦۀࣄӦΛαϙʔτ

会社のࣺて印を押͢ͱ
గਖ਼がεϜʔζͰ͢。

ෳؔػͰ受
した場合ɺを記
入してください。

会社の印を忘れずにʂ
（個人印不可）

ॿ金のৼࠐઌ金༥ؔػ
口࠲をࢦఆしてください。

͜のཝにはԿも記入しないͰください。

ं྆（্ݶ��人）が不明な場合
は֤所ଐ支෦に֬ೝしてください。

請ٻ書ͱྖऩ書の金額をଗ͑てください（ॿର
Ҏ֎の請ٻも合ࢉͰ支ͬた場合ɺ༁が
͔る書ྨをఴしてください）。

ɾ�ॿରͰはないৼࠐ明ࡉがҰॹに
記載されていてもあΓまͤΜ。
ɾ�ҩྍؔػ名ɺࣄ業者名ɺৼࠐ金額ɺৼ
。を֬ೝしてください࣌日ࠐ
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ɹɹ༰ ॿֹۚ උɹɹߟ

༏ྑτϥοΫಋೖิॿੑڥ

ఱવΨε˞トϥοΫ
（৽ߪنೖまͨϦʔε）

খ̍ܕͨΓ�� ��1�000ԁ

��ͨΓ̍ܕ�0までதऀۀࣄ̍ ��0�000ԁ

˞C/(または-/( େ̍ܕͨΓ�1000000ԁ

ϋΠϒϦουトϥοΫ
（৽ߪنೖまͨϦʔε）

খ̍ܕͨΓ� ��000ԁ

த̍ܕͨΓ����000ԁ

େ̍ܕͨΓ��00000ԁ

（ೖまͨϦʔεߪن৽）トϥοΫؾి 1ͨΓ��00000ԁ 車両૯ॏྔ���トϯ�˞中খا業者のΈ

೩ྉిトϥοΫ（৽ߪنೖまͨϦʔε） 1ͨΓ��00000ԁ 業者のΈا�トϯະຬ�˞中খྔࡌେੵ࠷

লΤωରثػ༺ࡦಋೖิॿ
ΤίυϥΠϒཧγεςϜ（&.4）༻車ثࡌ ̍ͨΓ�10000ԁ

&.4ͱ%3Λ߹Θͤͯ
ثࡌ1�までυϥΠϒϨίʔμʔ（%3）༻車ऀۀࣄ̍

（ඪ४ܕɾӡߦཧ࿈ܕܞ）
̍ͨΓ�10000ԁ

ΞΠυϦϯάεトοϓࢧԉثػ
（Ϛοト）

ೖֹۚͷ̎ͷߪ （̍上限10000ԁ） ങ͍औΓͷΈ
ऀۀࣄ̍
̑までΞΠυϦϯάεトοϓࢧԉثػ

（ΤΞώʔλɾ車ࡌόοςϦʔࣜྫྷஔ）
ೖֹۚͷ̎ͷߪ （̍上限�0000ԁ） ങ͍औΓ

まͨϦʔε

λΠϠڥ
（ϦトϨουλΠϠ）

ೖֹۚͷ̎ͷߪ （̍上限�0000ԁ）
ਃͷΈ̍ऀۀࣄ̍

ങ͍औΓまͨαϒεΫϦϓγϣϯ
（ఆֹར༻）αʔϏεɹ

άϦʔϯɾΤίϓϩδΣΫτ（(&1）ࢀՃඅ༻ิॿ

άϦʔϯɾΤίϓϩδΣΫト（(&1）
Ճඅ༻ิॿࢀ

શֹิॿ
̍ͨΓ1�000ԁ�<֓ࢉ> ଇɺશ車両ิॿݪ

άϦʔϯɾΤίϓϩδΣΫτ（(&1）ΠϯηϯςΟϒิॿ ˞݄̓தに։࢝༧ఆ

άϦʔϯܦӦೝূऔಘଅਐิॿ �0000ԁ ৽نɾߋ৽ೝূ登録࣌
˞̍事業ॴのΈ

༏ྑ車ಋೖଅਐิॿੑڥ
ᶃখܕʗᶄதܕʗᶅେܕ

̍ͨΓ�ᶃ�0000ԁʗᶄ�0000ԁ
ʗᶅ100000ԁ

̑ऀۀࣄ̍
͘͠�00000ԁまで

ʦશト協औ࣍ʧ ҆શஔಋೖଅਐॿ
ԉஔ（όοΫΞΠΧϝϥ）ࢧ֬ೝࢹํޙ औಘՁ֨ͷ̎ͷ （̍上限 �0000ԁ）

東ト協登録車両数（上限�0）までଆํিಥܯࢹใஔ औಘՁ֨ͷ̎ͷ （̍上限100000ԁ）

ΈࣜΞϧίʔϧΠϯλʔϩοΫஔࠐਧきؾݺ औಘՁ֨ͷ̎ͷ （̍上限 �0000ԁ）
౦τڠಠࣗ 1ͨΓ��0000ԁ�˞1 ˞̍���ΞルίールインターロοΫ

ஔの東ト協ಠࣗ助成は
ొ録ं྆（্̑ݶ ）まで

˞̎���(ϚーΫ認定事業ॴがಋ入
する場合にݶる

˞̏��̍事業ॴ̍のΈ

Δ͢༺にݺ͏ߦԕִでͨ͠༺׆Λثػ5*
ثݕΞϧίʔϧܕଳܞ औಘՁ֨ͷ̎ͷ （̍上限 �0000ԁ）˞ �

ʮ�00/ŋNʯҎ上ͷకΊ͚ྗΛ༗͢Δେܕ
車༻トϧΫɾϨϯν

（ ΠϯύΫトϨϯνΛؚΉ（�ܕトϧΫɾϨϯνɺトϧΫηολʔܕཱࣗ

औಘՁ֨ͷ̎ͷ （̍上限 �0000ԁ）˞ �

ʦશト協औ࣍ʧ
ࣗಈثػݺɾ%9ಋೖଅਐॿ

1ͨΓ�100000ԁ
౦τڠಠࣗ 1ͨΓ�100000ԁ

1までऀۀࣄ1
（(ϚʔΫೝఆۀࣄॴ̎まで）

தখऀۀاに限Δ

ӡసऀదੑஅडॿ ̍人ͨΓ��000ԁ ॳɾదྸஅ͔Βબ

ӡసهূ໌ॻަྉॿ ̍人ͨΓ�� ���0ԁ 東ト協登録車両数（上限�0人）まで

ӡߦཧऀҰൠߨशडߨྉॿ ̍人ͨΓ���00ԁ 東ト協登録車両数（上限10人）まで

ʦશト協औ࣍ʧ υϥΠόʔ҆શڭҭ܇࿅ଅਐॿ

ᶃҰൠݚमʗᶄಛผݚम ᶃ̍人ͨΓ�10000ԁʗᶄडߨྉͷ
̓ （ׂ(ϚʔΫೝఆۀࣄॴશֹิॿ）

ಛఆɾࢦఆݚमࢪઃでͷݚमΛडߨ
10人までऀۀࣄ̍

業務部交通・環境 ʮ̜環境ରࡦ૭ޱʯ ☎03Ȃ3359Ȃ361�問い合わせ先

グϦーϯ・ΤίプϩδΣΫトࣄ務66�0-3359-03☎ ہ問い合わせ先

業務部交通・環境̜ ☎03-3359-3618問い合わせ先

ɹɹ༰ ॿֹۚ උɹɹߟ

ʦશト協औ࣍ʧए年υϥΠόʔ֬อͷͨΊͷӡస໔ڐऔಘࢧԉॿ
ಛྫڭश डߨඅ༻ͷ̏ͷ （̍上限100000ԁ）

000�00ऀۀࣄ̍ԁまで
֎໔ସߨश डߨඅ༻ͷ̎ͷ （̍上限 �0000ԁ）

४தܕ（৽نऔಘ） ̍人ͨΓ��0000ԁ
ˎ�ɾ2ͱͷซ༻Մ

४தܕ（�トϯ限ఆղআ） ̍人ͨΓ���000ԁ

ঁੑυϥΠόʔ໔ڐऔಘॿ ˎ�

େܕ（৽نऔಘ） औಘՁ֨ͷ̏ͷ （̎上限���000ԁ）
ͷ人数੍限ͳ͠ऀۀࣄ̍
தখऀۀاに限Δதܕ（৽نऔಘɾ限ఆղআ） औಘՁ֨ͷ̏ͷ （̎上限1�0000ԁ）

४தܕ（৽نऔಘɾ限ఆղআ） औಘՁ֨ͷ̏ͷ （̎上限���000ԁ）

உੑυϥΠόʔ໔ڐऔಘॿ ˎ2

େܕɾதܕɾ४தܕ（৽نऔಘ） 上限�0000ԁ 人まで̑ऀۀࣄ̍
தখऀۀاに限Δதܕɾ४தܕ（限ఆղআ） 上限�0000ԁ

（அ߁ఆ期݈）அॿ߁݈ ̍人ͨΓ��000ԁ 東ト協登録車両数（上限�0人）まで

ਭ࣌ແٵݺީ（4"4）܈εΫϦʔχϯά
ॿࠪݕ ̍人ͨΓ��000ԁ �0人までऀۀࣄ̍

ʦશト協औ࣍ʧ݂ ѹܭಋೖଅਐॿ औಘՁ֨ͷ̎ͷ （̍上限�0000ԁ） தখऀۀاに限Δ

.3*݈ॿ

（ Δݶ年にॿΛड͚ͯͳ͍ ）υϥΠόʔに̏ڈҎ্͔ͭաࡀ��
̍人ͨΓ�10000ԁ ͷ人数੍限ͳ͠ऀۀࣄ̍

தখऀۀاに限Δ

ʦ東ト協ʧ 「ಇ͖͍͢৬ೝূ੍度」ೝূऔಘඅ༻ॿ
Ұつ৽ن �0000ԁ

Ұつܧଓ �0000ԁ

࿑૬ஊਃしࠐΈ ૬ஊඅ༻協ձෛ୲ɻबنۀଇͷ࡞Λґཔ͢ΔͳͲɺ૬ஊҎ֎ͷඅ༻ɺਃࠐ
ऀෛ୲

༧ఆ࢝Ӧஅडଅਐɹ˞�݄தに։ܦ
Πϯλʔϯγοϓಋೖଅਐࢧԉ

ड͚ೖΕ̏ؒظؒ �0000ԁ ճͷΈ̍ऀۀࣄ̍
ड͚ೖΕؒظಉҰֶੜにର͢Δड͚
ೖΕؒظͱ͢Δ
ॿֹड͚ೖΕ人数に͔͔ΘΒͣࠨ
ͷ௨Γه

ड͚ೖΕ̐ؒظؒ 110000ԁ

ड͚ೖΕ̑ؒظؒҎ上 1�0000ԁ

ࣗՈ༻೩ྉࢪڅڙઃඋࢧԉॿɹ˞݄̔̍ެื։࢝
ܰ༉λϯΫͷ৽ઃ 1000000ԁ

ਃͷΈ̍ऀۀࣄ̍
ܰ༉λϯΫͷ૿ઃ � ��00000ԁ

தখا業େֶ࠲ߨߍडߨଅਐॿ੍度 ରͷ࠲ߨडߨྉͷ̏ͷ̎ தখऀۀاに限Δ

৴༻อূྉͷॿ ඞཁอূྉͷࢧ͍Λͨ͠ͷ
̎ͷ̍

ηʔϑςΟωοトอূ 上限�00000ԁ
ܹਙؔࡂ࿈อূ 上限�00000ԁ

˞対象期間　ྩ̔2月28日まで

ํۙԽۚج༥ࢿ
ϙεト৽ظ༥ࢿ རڅิࢠ�0��ˋ ϙεト৽ظ੍نద߹車両ߪೖۚࢿ

Ұൠ༥ࢿ རڅิࢠ�0��ˋ ۚࢿઃඋࢪ

業務部交通・環境̜ ☎03-3359-625�問い合わせ先

૯務部ใ・ใ̜ ☎03-3359-4134問い合わせ先

業務部ڭҭݚम・༌ૹ̜ ☎03-3359-413�問い合わせ先

4136問い合わせ先-3359-03☎ ̜ܭ務部交付金ձࡒ

（
令
和
７
年
５
月
ø÷
日
現
在
）

東
ト
協
の
主
な
助
成
・融
資
制
度
一
覧

※
各
種
助
成
・
融
資
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、東
ト
協
Ｈ
Ｐ（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）の
各
案
内
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、各
問
い
合
わ
せ
先
へ
電
話
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 東ト協

ϗʔϜϖʔδ

˞中খا業者とは資ຊ金̏ԯ円ҎԼ、またはै業һ300人ҎԼのا業

令



̓



各
助
成・融
資
を
受
け
る
に
は
、

一
定
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
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東ト協業務部交通・環境グループ　〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8　☎03-3359-3618問い合わせ先・申請書類提出先

1 助成金交付申請書（様式1）

4 受講証明書（写）

2 受講者一覧表（様式2）

3 選任等届出書（写）

5 領収書（写）など

　講習認定機関が実施する運行管理者一般講習の受講費用のうち、1人当たり
3,200円（1社につき東ト協登録車両数〔上限10人〕まで）を助成する。事業期
間中に受講および受講料の支払いが完了したものが対象。4月1日～ 8日に受
講・支払いが完了した場合は、遡って対象とする。

　申請に必要となるのは、1「助成金交付申請書」（様式1）と2「受講者一覧表」
（様式2）の２種類。東ト協ホームページから、ExcelファイルまたはPDFファ
イルをダウンロードしてください。
　Excelの場合は、PCで必要事項を入力し、プリンターで出力します。様式1
には、「会社印」を押してください。
　PDFの場合は、プリンターで出力した紙に、必要事項を手書きで記入し、様
式1には、「会社印」を押してください。
　さらに、添付書類として、3運輸支局の押印がされた「運行・整備管理者選
任等届出書（写）」、4「『運行管理者手帳』の氏名・顔写真掲載ページおよび受
講日が記録されたページ（写）」または、「修了証明書（写）」など、受講したこと
を挙証できる資料、5「領収書（写）」「支払証明書（写）」「振込証明書（写）」など、
受講料を支払ったことを挙証できる資料が必要となります。

1
申請書

5
領収書

2
受講者
一覧表

4
受 講

証明書

3
選 任

届出書

1人3,200円令和7年度 ▶事業期間４月９日〜令和８年２月27日（予算額に達し次第、終了）

「運行管理者一般講習受講料助成」

協会窓口に郵送または持参

ॻʢࣸʣͰՄ໌ূࠐূ໌ॻʢࣸʣɺৼࢧ

ӡߦཧऀखாʢࣸʣ

運行管理者手帳に受講の証明（押印）がされない
場合は修了証明書を提出してください。

मྃূ໌ॻʢࣸʣ

3 選任等届出書（写）

提出日を記入してください。

会社の印を忘れずに
押してください。
（個人印不可）

選任届出書に記載されている
営業所名を記入してください。 会社名を忘れずに

記入してください。

申請金額の合計を
忘れずに記入して
ください。

運輸支局の押印が
あるものの写しを
提出してください。
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過去の問題の解説と
実践模擬問題

株式会社 輸送文研社〈柏林書房〉
TEL 03-3861-0291　FAX 03-3861-0295

定価  2,640 円（税込）

【貨物編】

●出題範囲の要点を法令ごとに収録
●過去の試験問題100問を徹底解説
●30問の実践模擬問題付

運行管理者試験テキスト

関
東
運
輸
局
は
４
月
25

日
、「
事
業
用
自
動
車
総
合

安
全
プ
ラ
ン
２
０
２
５
」
な

ど
に
基
づ
く
、
令
和
６
年
度

に
お
け
る
ト
ラ
ッ
ク
、バ
ス
、

タ
ク
シ
ー
の
事
故
削
減
に
向

け
た
取
り
組
み
を
公
表
し

国
土
交
通
省
と
全

日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

は
こ
の
ほ
ど
、「
Ｇ

メ
ン
調
査
員（
適
正

化
事
業
指
導
員
）」

の
活
動
を
紹
介
し
、

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

者
か
ら
の
情
報
を
呼

び
か
け
る
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
ビ
デ
オ（
時

間
60
秒
）と
チ
ラ
シ

（
写
真
）を
制
作
し
た
。

動
画
で
は
、
現
役

の
Ｇ
メ
ン
調
査
員
３

人
が
出
演
。
昭
和
の
刑
事
ド

ラ
マ
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
風

に
、
国
交
省
の
ト
ラ
ッ
ク
・

物
流
Ｇ
メ
ン
の
是
正
活
動
に

つ
な
が
る
Ｇ
メ
ン
調
査
員
の

活
動
を
紹
介
。
ト
ラ
ッ
ク
ド

ラ
イ
バ
ー
を
守
る
た
め
に
、

荷
主
や
元
請
事
業
者
か
ら
受

け
る「
長
時
間
の
荷
待
ち
」

等
の
違
反
原
因
行
為
の
情
報

を
収
集
し
て
お
り
、
そ
の
提

供
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

全
ト
協
で
は
、

都
道
府
県
ト
ラ
ッ

ク
協
会
を
通
じ

て
、
動
画
や
チ
ラ

シ
を
活
用
し
、
Ｇ

メ
ン
調
査
員
制
度

を
Ｐ
Ｒ
す
る
と
と

厚
生
労
働
省
は
、「
労
働

安
全
衛
生
規
則
」
を
一
部
改

正
し
、
６
月
１
日

か
ら
施
行
す
る
。

改
正
で
は
、
熱

中
症
の
恐
れ
が
あ

る
労
働
者
を
早
期

に
見
つ
け
、
そ
の

状
況
に
応
じ
て
、

迅
速
か
つ
適
切
に

対
処
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
よ

う
、
事
業
者
に
対
し「
早
期

発
見
の
た
め
の
体
制
整
備
」

「
重
篤
化
を
防
止
す
る
た
め

の
措
置
の
実
施
手
順
の
作

成
」「
関
係
作
業
者
へ
の
周

知
」を
義
務
付
け
る
。

対
象
と
な
る
の
は
、

「
Ｗ
Ｂ
Ｇ
Ｔ（
暑
さ
指

数
）
28
度
以
上
ま
た

は
気
温
31
度
以
上
の

環
境
下
で
連
続
１
時

間
以
上
ま
た
は
１
日

４
時
間
を
超
え
て
実

施
」
が
見
込
ま
れ
る

作
業
。

現
場
に
お
い
て
、「
職
場

に
お
け
る
熱
中
症
予
防
基
本

対
策
要
綱
」「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
熱

中
症
ク
ー
ル
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
実
施
要
綱
」
で
実
施

を
求
め
て
い
る
事
項
、
現
場

で
効
果
を
上
げ
て
い
る
対

策
を
参
考
に
、
死
亡
に
至
ら

せ
な
い（
重
篤
化
さ
せ
な
い
）

た
め
の
適
切
な
対
策
の
実
施

が
必
要
と
な
る
。

「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
熱
中
症
ク

ー
ル
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
」
は
５
月
１
日
か
ら
９
月

30
日
ま
で
展
開
し
て
お
り
、

７
月
を
重
点
取
組
期
間
と
し

て
い
る
。
詳
細
は
、
厚
労
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

た
。
自
動
車
運

送
事
業
の
各
業

態
に
特
徴
的
な
事
故
を
削
減

す
る
観
点
か
ら
、
各
業
界
団

体
の
協
力
に
よ
り
調
査
・
分

析
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り

ま
と
め
た
も
の
。

ト
ラ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、

関
運
局
と
関
東
ト
ラ
ッ
ク
協

会
が
合
同
で
設
置

し
た「
関
東
圏
に

お
け
る
自
動
車
事

故
防
止
対
策
検
討

会
」（
委
員
長
＝
東

京
都
ト
ラ
ッ
ク
協

会
・
森
本
勝
也
副

会
長
）で
、
運
行
管
理
の
業

務
に
着
目
し
、
業
務
の
効
率

化
や
顧
客
サ
ー
ビ
ス
向
上
を

目
的
に
、『
ト
ラ
ッ
ク
事
業

者
の
適
切
な
運
行
管
理
と
安

心
経
営
の
た
め
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
写
真
）を
作

成
し
た
。

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
は
、
運

行
管
理
者
の
業
務
が
増
え
る

こ
と
で
運
行
管
理
が
疎
か
と

な
り
、
運
転
者
の
労
務
管
理

が
適
切
に
行
わ
れ
ず
、
拘
束

時
間
を
超
え
た
過
労
運
転
や

過
労
に
起
因
し
た
事
故
に
繋

が
る
恐
れ
が
あ
る
な
ど
、
デ

メ
リ
ッ
ト
を
指
摘
。
こ
れ
ら

の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
少
し
で
も

改
善
で
き
る
よ
う
、
ト
ラ
ッ

ク
事
業
者
が
輸
送
の
安
全
確

保
の
た
め
に
、
日
々
行
っ
て

い
る
業
務
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｃ

Ｔ
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
業

務
処
理
の
負
担
軽
減
や
省
エ

ネ
運
転
の
促
進
、
さ
ら
に
は

顧
客
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
な

ど
、
様
々
な
業
務
の
効
率
化

を
図
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
つ
い
て
の

活
用
事
例
な
ど
を
紹
介
し
、

事
業
運
営
を
支
援
す
る
も
の
。

詳
細
は
、
関
運
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
。

国
土
交
通
省
は
５
月
１

日
、「
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
法
第
８
条
第
２
項
に
基
づ

く
命
令
の
発
動
基
準
に
つ
い

て
」を
施
行
し
た
。

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
者
に
対
す
る
事
業
計
画
に

従
い
、
業
務
を
行
う
べ
き
命

令
の
発
動
基
準
と
発
動
す
る

場
合
の
手
続
き
を
定
め
た
も

の
。発

動
基
準
に
つ
い
て
は
、

地
方
貨
物
自
動
車
運
送
適
正

化
事
業
実
施
機
関
が
行
う
巡

回
指
導
の
結
果
や
、
国
の
監

査
の
結
果
等
に
よ
り
、
事
業

計
画
に
か
か
る
項
目（
各
営

業
所
に
配
置
す
る
事
業
用
自

動
車
の
種
別
ご
と
の
数
）に

違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
等

と
な
っ
て
い
る
。

詳
細
は
、
全
ト
協
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
。

も
に
、
情
報
提
供
す
る
よ
う

求
め
て
い
る
。

な
お
、動
画
と
チ
ラ
シ
は
、

全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

開
し
て
い
る
。

Ｇメン調査員動画・チラシを制作国交省

運
行
管
理
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用

で
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
作
成

関運局
関ト協

厚労省  職場における
熱中症対策を強化
労働安全衛生規則を一部改正

事
業
用
車
の
事
故
防
止
へ

活
動
の
紹
介
と
情
報
提
供
求
め
る

国
交
省

事
業
法
命
令
の
発
動

基
準
な
ど
を
施
行
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「
こ
の
ࢠ
で

す
Ͷ
」
と
ݴ
っ

て
、
指
さ
し
た

খ
さ
な
Ֆ
束
を

取
っ
て

し
て

く
れ
た
。
Ӻ
ビ
ル

の
Ֆ


さ
Μ
で
の
こ
と
˗
「
か

わ
い
い
ݴ
い
方
で
す
Ͷ
」

と
ݴ
う
と
、
ళ
員
さ
Μ
は

「
୮
ਫ਼
込
め
て
ҭ
て
た
ࢠ

た
ち
で
す
か
ら
ộ
ộ
」
と

ඍ
স
み
、「
11
日
の
日
༵

日
に
は
ど
の
ࢠ
も
み
Μ
な

ؤ
ு
っ
て
く
れ
ま
す
よ
」

と
˗
ฉ
け

「

の
日
」

が
１
年
で
࠷
も
Ֆ
が
ച
れ

る
日
で
Ք
͗
時
と
い
う
。

ἔ
５
月
が
Ֆ

さ
Μ
の
ൟ


期
ἕ
も
ೲ
ಘ
ͩ
。
そ
の

日
に
は
ଟ
く
の
お

さ
Μ

が
৭
と
り
ど
り
の
Ֆ
に
༊

さ
れ
る
こ
と
ͩ
Ζ
う
˗


ྛ
ਫ
࢈
省
で
は
、
Ֆ
の
༊

し
効
果
を
ҩ
ֶ
的
に
ূ
໌

す
る
ݚ
ڀ
デ
ー
タ
を
紹
介

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
Ֆ
の
あ
る
部

に
い

た
人
は
、
Ֆ
の
な
い
部


に
い
た
人
に
ൺ
べ
て
ス
ト

Ϩ
ス
時
に
ߴ
ま
る
交
ײ
ਆ

経
の
活
動
が
25
ˋ

え
ら

れ
る
一
方
、
リ
ラ
ッ
ク
ス

時
に
ߴ
ま
る
副
交
ײ
ਆ
経

の
活
動
が
2Ā
ˋ
ߴ
ま
る
そ

う
ͩ
˗
Ֆ
を
Ѫ
で
る
ళ
員

さ
Μ
の
応
対
に
ほ
っ
こ
り

し
つ
つ
ؼ

し
、
Ֆ
束
を

ݰ
関
に
০
っ
た
。
Ֆ
ළ
に

ૠ
し
た
Ֆ
は
３
本
ͩ
っ
た

が
、
՚
や
い
ͩ
༊
し
の
ۭ

間
が

が
っ
た
˗
Ֆ
を
見

て
い
る
と
「

せ
ホ
ル
モ

ン
」
が
େ
ྔ
に
分
ൻ
し
て

い
る
の
か
、
と
て
も
リ
ラ

ッ
ク
ス
で
き
る
。
ス
ト
Ϩ

ス
ॆ
ຬ
の
ࡢ
ࠓ
、
Ֆ
一
ྠ

に
༊
し
を
求
め
た
い
。
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★�４月10日号「スケルトン」の正解は「キレイナカダン」でした。

A ～ Fに入った文字をつないで
できる言葉は何でしょう？

CC

BB

EE

DD

FF

FFEEDDCCBBAA

AA

11 22 33 44 55

66 77 88

99 1010 1111

1212 1313

1414 1515 1616

1717 1818 1919 2020

2121 2222

2323 2424

by 冴戒 椎也

［
タ
テ
の
キ
ー
］

1	「百獣の王」と呼ばれる動物
2	レモンのすっぱい成分は○○○酸
3	真珠の価値が分からない（？）動物
4	鳥が飛ぶときに大きく広げます
5	「しし」「にく」「はっぱ」などが出てくる
7	おなかに袋を持つオーストラリアの動物
10	夏にミーンミーンと鳴く虫
11	すっかり魅了されちゃいました
13	屋根の上で風向きを示すニワトリ
14	白と黒がかわいいジャイアント○○○
16	コンピュータにも害を及ぼす（？）細菌
17	ネズミのこと。パソコンのそばにも
18	観光地や推し活で集めるアイテム
19	白鳥のこと。こんな形のボートもある

［
ヨ
コ
の
キ
ー
］

1	砂漠で人を運ぶ、コブのある動物
3 黒のこと。○○○○タイガーはトラではな
くエビの一種

6	おうち。「あひる」を漢字で書くと出てくる
7	「うし」はひらがな、「ウシ」は○○カナ
8	悪夢を食べるかもしれない（？）動物
9	サルが入っていることもあるお風呂
11	高知県の旧国名。○○犬という犬も
12	誰かの代理になること
15	銀行で預金○○○を開設する
17	かつて沖縄でハブと戦っていた動物
20	辞書を引いて調べよう
21	出世ができない＝○○○が上がらない
22世界。アドベンチャー○○○○は和歌山県
の観光地

23	いろんな動物などを詳しく紹介している本
24人のものをこっそり盗む人。ひっくり返すと
小動物の名前に

クロスワード
パズル

Ԡ ื ํ ๏

৽
年
度
に
ೖ
り
早
１
か
月
が
経
過
し

た
。
ΰ
ー
ル
デ
ン

イ
ー
ク
に
׳
れ
切

っ
た
ײ
֮
を
、ฏ
ৗ
モ
ー
ド
に

す
。

５
月
11
日
は「

の
日
」。
日
ࠒ
の


の
ۤ
労
を
Ͷ
͗
ら
い
、
へ
の
ײ
ँ

を
表
す
日
で
あ
る
。
ຖ
年
５
月
の
第
２

日
༵
日
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、各
国

で
起
ݯ
や
日
付
は
ҟ
な
り
、３
月
に
設

定
し
て
い
る
ଞ
国
も
ଟ
い
。

わ
が
国
の
起
ݯ
は
、
１
９
３
２（
昭

和
７
）
年
、
日
ൺ
୩
公
会
ಊ

で
東
京
ࢢ
や
全
国

の
会

な
ど
の
ڞ
࠵
で
実
施
し

た
、「

の
日
େ
会
」
に

さ
か
の
΅
る
。
５
月
の

第
２
日
༵
日
に
Χ
ー
ネ

ー
シ
ョ
ン
を
ଃ
る
と
い

う
、ถ
国
の「

の
日
」を

ී
ٴ
さ
せ
る
こ
と
に
取
り

駅がママになる
第153回

まちかど写真家 筑峯  総太

組
Μ
ͩ
、੨
ࢁ
ֶ
Ӄ
関
係
者
の
働
き
か

け
が
あ
っ
た
と
い
う
。
৽
ଔ
ࣾ
会
人
が

ॳ

څ
を
ಘ
る
時
期
に
も

た
り
、プ

Ϩ
θ
ン
ト
に
Χ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め

る
ޫ
ܠ
も
ඍ
স
ま
し
い
。

さ
ま
͟
ま
な

へ
の
ײ
ँ
の
気
࣋
ち

の
表
現
に
、༮
ࣇ
期
か
ら
श
׳
化
さ
れ

た
ࣅ
إ
ֆ
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
ͩ
け

の
風
श
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

一
方
、公
ڞ
交
通
で「

の
日
」を
ॕ

お
う
と
、֗
͙
る
み
で

り
上
げ
て
い

る
Ӻ
が
あ
る
。
上

か
ら
京
成
ి
మ
で

30
分
、「
ࢢ

ਅマ

間マ

Ӻ
」は
こ
の
時
期
に

な
る
と
、「
ࢢ

マ
マ
Ӻ
」（
写
真
）に
ม


す
る
。「

の
日
」
ま
で
、
Ӻ
໊
ඪ
や

࠷
د
り
の
バ
ス
ఀ
ま
で
も
表
ه
を「
ࢢ


マ
マ
」
に
ม
ߋ
さ
せ
、
関
連
イ
ϕ
ン

ト
で

り
上
げ
る
。

同
Ӻ
は
、１
９
１
４（
େ
正
３
）年
８

月
30
日
ࢢ、

৽
ా
Ӻ
と
し
て
開
業
し
、

１
９
２
１（
େ
正
10
）
年
に
現
Ӻ
໊
に

改
শ
し
た
。
Ӻ
໊
を「
マ
マ
」
に
す
る

取
り
組
み
を
࢝
め
た
の
は
６
年
લ
で
、

࠷
د
り
の
ڭ
ҭ
機
関
が

の
ࣅ
إ
ֆ
を

د
せ
た
り
、̟
̖
い
ち
か
わ
か
ら
提
供

さ
れ
た
、
ു
২
え
Χ
ー
ネ

ー
シ
ョ
ン
が
Ӻ
を
࠼
っ

て
い
る
。

Ӻ
が
輸
送
機
能
ͩ
け

で
は
な
く
、
֗
の
ݰ
関

ޱ
の
シ
ン
Ϙ
ル
と
し

て
、

し
み
と
付
Ճ
Ձ


の
あ
る
輸
送
の
࢟
を

֞
間
見
た
。

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業

〜
労
務
管
理
の
ポ
イ
ン
ト

小
林  

弘
和（
社
会
保
険
労
務
士
）

Ｎ
Ａ
Ｃ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
所
所
長

小
林
小
林  

弘
和
弘
和（
社
会
保
険
労
務
士
）

（
社
会
保
険
労
務
士
）

Ｎ
Ａ
Ｃ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
所

Ｎ
Ａ
Ｃ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
所
所
長
所
長

小
林  

弘
和（
社
会
保
険
労
務
士
）

Ｎ
Ａ
Ｃ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
所
所
長

࠷
ۙ
、
顧

ઌ
の
会
ࣾ
か

ら「


ࣾ
員
」
へ
の
対
応

に
つ
い
て
૬
ஊ
を
受
け
る
こ

と
が
ଟ
く
あ
り
ま
す
。
こ
こ

で
の「


ࣾ
員
」と
は
、会

ࣾ
ଆ
か
ら
み
て
ۈ
務
態
度
や

ݴ
動
、
行
動
、
業
務
能
力
等

に


が
み
ら
れ
る
ࣾ
員
の

こ
と
で
す
。
本
དྷ
、
会
ࣾ
は

ݸ
々
の
ࣾ
員
が
保
༗
す
る
能

力
を
े
分
に
発
ش
さ
せ
る
よ

う
働
き
か
け
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
会
ࣾ
の
一
方
的
な


அ
で「


ࣾ
員
」
と
い

う
Ϩ
ッ
ς
ル
を
ష
る
こ
と
自

体
に


が
あ
る
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

実
ࡍ
、「


ࣾ
員
」と
い

う
の
は
、
ઈ
対
的
な
も
の
で

は
な
く
૬
対
的
な
も
の
と
考

え
ら
れ
、
あ
る
会
ࣾ
に
と
っ

て
は


の
あ
る
ࣾ
員
で

あ
っ
て
も
、
ଞ
の
会
ࣾ
に
お

い
て
は
༗
能
な
ࣾ
員
に
な
る

こ
と
も
े
分
に
考
え
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
ࣾ

で「


ࣾ
員
」
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
者
に
対
し
て
の
対

応
を
ޡ
る
と
、
ଞ
の
従
業
員

に
も
ѱ
Ө
ڹ
が
出
た
り
、
େ

き
な
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
な
が
る

可
能
ੑ
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な


の
発
生

を
防
͙
た
め
ࠓ、
回
か
ら「



ࣾ
員
」
へ
の
対
応
方
法
の

ϙ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
ه
ࡌ
し

ま
す
。

̍
⁒ủ


ࣾ
һ
Ứͱ


「


ࣾ
員
」と
は
、લ
ड़

の
よ
う
に
ۈ
務
態
度
ݴ、
動
、

行
動
、
業
務
能
力
等
に「
会

ࣾ
か
ら
み
て
」


が
見
受

け
ら
れ
る
ࣾ
員
の
こ
と
を
指

し
ま
す
。

۩
体
的
に
は
、
ᶃ

事
を

さ
΅
っ
た
り
、

ࠁ
や
ܽ
ۈ

が
ଟ
く
、
ࣾ

の
規

を
守

れ
な
い
ࣾ
員
、
ᶄ
協
調
ੑ
が

ܽ

し
、
ଞ
の
ࣾ
員
や
取
Ҿ

ઌ
と
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
す
ࣾ

員
、
ᶅ
能
力
ෆ

で
༩
え
ら

れ
た

事
を


で
き
な
い

ࣾ
員
Ổ
Ổ
な
ど
が
ڍ
げ
ら
れ

ま
す
。

こ
こ
で
、
あ
え
て「
会
ࣾ

か
ら
み
て
」
と
い
う
ݴ
༿
を


っ
た
の
は
、ଟ
く
の
場
合
、

֘

ࣾ
員
が
自
ら
の


点

を
認
ࣝ
、
理
ղ
し
て
い
な
い

こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
か
ら

で
す
。

こ
の
よ
う
な「


ࣾ
員
」

が
ࣾ

に
い
る
こ
と
で
、
ا

業
ଆ
が
Կ
も
対
策
を
ߨ
じ
ず

に
์
置
し
て
い
る
と
、
組
৫

全
体
の
࢜
気
の

下
や
、
༏

ल
な
ࣾ
員
の
ୀ
職
を
ট
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
取

Ҿ
ઌ
な
ど
の
֎
部
か
ら
の
ධ

Ձ
・
৴
པ
の

下
に
つ
な
が

る
お
そ
れ
も
あ
り
、
中
・
長

期
的
に
み
る
と
会
ࣾ
の
業


な
ど
に
も
ѱ
Ө
ڹ
を
ٴ
΅
す

こ
と
に
な
り
か
Ͷ
ま
せ
Μ
。

̎
⁒ủ


ࣾ
һ
Ứ
ͷ
ର
Ԡ

ͷ
ݱ
ঢ়

会
ࣾ
の「


ࣾ
員
」
へ

の
対
応
の
現
状
を
み
る
と
、

「
์
置
ܕ
」と「
た
ら
い
回
し

ܕ
」
の
対
応
が
ଟ
く
見
受
け

ら
れ
ま
す
。

⑴
放
置
型

「


ࣾ
員
」
と
の
ト
ラ

ブ
ル
を
ආ
け
る
た
め
に
、
職

場
に
お
い
て


行
動
に
対

し
て
の

ҙ
や
ڭ
ҭ
・
指
導

を
行
わ
ず
に
์
置
し
て
お
く

も
の
で
す
。

ॳ
は「
ޱ
಄

で
の

ҙ
」
を
行
っ
て
い
た

も
の
の
、
本
人
の
反

・
反

発
が
େ
き
い
た
め
に
、
や
が

て
Կ
も
ݴ
わ
な
く
な
る
と
い

う
έ
ー
ス
も
ଟ
く
見
受
け
ら

れ
ま
す
。

こ
の
έ
ー
ス
の
場
合
、「
Կ

も
ݴ
わ
れ
な
い
＝
会
ࣾ
が
認

め
て
く
れ
た
」
と
受
け
取
ら

れ
か
Ͷ
な
い
こ
と
と
な
り
、

い
͟
会
ࣾ
が
ղ
ޏ
等
の
ڧ
ߗ

手
ஈ
に
出
た
時
に
、
会
ࣾ
ଆ

に
ෆ
ར
ӹ
な

அ
が
出
て
し

ま
う
リ
ス
ク
が
େ
き
い
と
ݴ

わ
͟
る
を
ಘ
ま
せ
Μ
。

⑵
た
ら
い
回
し
型

「


ࣾ
員
」
を
職
場
間

の
ҟ
動
、
職
種
転

の
対
象

と
す
る
も
の
で
す
。
本
人
の


ま
な
い
職
場
や
職
種
に
ҟ

動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
主
的
な
ୀ
職
に
༠
導
し
よ

う
と
す
る
ҙ
図
を
も
っ
て
行

わ
れ
る
こ
と
が
ଟ
い
も
の
で

す
。ҟ

動
に
つ
い
て
は
、
ޏ
用

ܖ

に
お
い
て
職
種
や
ۈ
務

地
が
ݶ
定
さ
れ
て
い
る
場
合

を
আ
き
、
一
般
的
に
会
ࣾ
の

人
事
ݖ
の
発
動
と
し
て
認
め

ら
れ
、
ࣾ
員
本
人
の
ඃ
る
ෆ

ར
ӹ
の
ఔ
度
が
େ
き
い
場
合

を
আ
い
て
は
、
業
務
命
令
と

し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
２
０
２
４（
令
和

６
）
年
４
月
の
法
改
正
に
よ

り
、
ޏ
用
ܖ

ॻ
等
に「
ब

業
場
所
・
業
務
の

༰
の

ม
ߋ
の
ൣ
ғ
」
を
໌
ࣔ
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
ޏ
用
の
ࡍ

に
、
ม
ߋ
の
ൣ
ғ
に
つ
い
て

「
会
ࣾ
の
全
て
の
事
業
所
・

会
ࣾ
の
全
て
の
業
務
」
等
、

෯

く
໌
ࣔ
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

き
ち
Μ
と
໌
ࣔ
し
て
お
け


、
本
人
が
ෆ
本
ҙ
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
従
わ

͟
る
を
ಘ
な
い
こ
と
と
な
り

ま
す
が
、
本
人
が
自
分
の
主

ு
を
会
ࣾ
に
認
め
さ
せ
る
た

め
に
、֎
部
の
労
働
組
合（
合

同
労
組
・
Ϣ
ニ
オ
ン
）に
Ճ

ೖ
す
る
よ
う
な
事
例
も
あ

り
、
か
え
っ
て


ղ
ܾ
を

ࠔ

に
し
て
し
ま
う
こ
と
に

も
な
り
か
Ͷ
ま
せ
Μ
。

ま
た
、
本
人
が
早
期
に
自

主
的
な
ୀ
職
を
ਃ
し
出
な
い

こ
と
に
な
る
と
、
さ
ま
͟
ま

な
部
ॺ
を
ҟ
動
さ
せ
て
い
る

う
ち
に
い
た
ず
ら
に
時
間
が

経
過
し
、
本
人
の
ۈ
続
期
間

が
長
期
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
͟
会
ࣾ
が
ղ
ޏ
等
の

ڧ
ߗ
手
ஈ
に
出
た
場
合
に
、

会
ࣾ
ଆ
に
ෆ
ར
ӹ
な

அ
が

出
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
େ
き

く
な
り
か
Ͷ
ま
せ
Μ
。

̏
⁒ủ


ࣾ
һ
Ứ
ͷ
ର
Ԡ

ͷ
ج
ຊ

「


ࣾ
員
」
へ
の
対
応

の
基
本
と
し
て
、
ᶃ
早
め
の

「
人
物
ධ
Ձ
」
と
本
人
へ
の

ॻ
໘
で
の

ୡ
等
の
働
き
か

け
を
行
う
こ
と
、
ᶄ
会
ࣾ
の

行
う
指
導
・
ڭ
ҭ
に
過
度
の

期
待
を
し
な
い
こ
と
、
ᶅ
早

期
の
対
応
が
会
ࣾ
の
ଛ
ࣦ
を

防
͙
と
い
う
考
え
を
も
つ
こ

と
Ổ
Ổ
な
ど
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
中
で
࠷
も
重
要
な
点

は
、「
早
め
の
対
応
を
行
う

こ
と
」
で
あ
り
、
૬
ஊ
を
受

け
る
έ
ー
ス
の
ଟ
く
で
は
、

લ
ड़
の「
์
置
ܕ
」や「
た
ら

い
回
し
ܕ
」
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
ᶃ
本
人
の


点
を

指
摘
し
、
指
導
す
る
こ
と
に

よ
る
反
発
を
ආ
け
る
た
め

に
、見
て
見
͵
;
り
を
す
る
、

ᶄ
୯
な
る
ޱ
಄

ҙ
で
と
ど

め
、
ܧ
続
的
に
指
導
・
ڭ
ҭ

を
行
っ
て
い
な
い
Ổ
Ổ
な
ど

に
よ
り
、


行
動
が
େ
き

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
状

況
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、「


ࣾ
員
」以
֎

の
従
業
員
が
同
じ
よ
う
な



行
動
を
取
っ
た
場
合
に

は
、
上
࢘
か
ら
み
て
ධ
Ձ
の

ߴ
い
ࣾ
員
の


行
動
に
つ

い
て

ҙ
・
指
導
を
行
わ
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
、「



ࣾ
員
」
が
自
ら
の
行
動
を
正


化
し
て
し
ま
う
έ
ー
ス
な

ど
も
み
ら
れ
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら

な
い
よ
う
、
で
き
る
ͩ
け
速

や
か
に
、
会
ࣾ
の

務
規
定

に
則
っ
た
対
応
を
確
実
に
行

っ
て
い
く
こ
と
が
、
࠷
も
重

要
な
ϙ
イ
ン
ト
で
す
。

「
問
題
社
員
」へ
の
対
応
に
つ
い
て


